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研究成果の概要（和文）：　研究計画に従い、年9回（最終年度のみ4回）の研究会を開催し、オスマン民法典（メジェ
ッレ）アラビア語版の日本語訳を検討した。最終的に、売買篇（第101～403条）および賃約篇（第404～611条）の訳出
・検討を終えた。全体の約3分の1の翻訳が完了したこととなる。
　翻訳作業と並行して、さまざまな言語によるメジェッレの本文、注釈、研究書や研究論文を調査し、購入・複写によ
って収集した。
　アラビア語版メジェッレの文字データを入力し、翻訳作業の利便性を高めた。期間内にメジェッレのアフガニスタン
、マレーでの継受の事例研究発表を開催した。

研究成果の概要（英文）：  We held study meetings nine times regularly a year (four times in the final year
), and examined the Arabic text of the Ottoman Civil Code (Mecelle). In the end, we finally finished trans
lating the Book on Sales (art. 101-403) and the Book on Hiring and Leasing (art. 404-611) into Japanese. W
e completed one third of the whole text of Mecelle.
  We also carried out investigations into texts, commentaries, monographs and articles related to Mecelle 
in various languages, and collected a part of them by purchase, photocopying and the other methods.
  We made electronic data of the Arabic version of Mecelle text, and improved our research by its use. We 
had some research presentations on adaptation of Mecelle in Afghanistan and Malay.
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１．研究開始当初の背景 
(1) 1839年から始まるオスマン帝国のタンジ
マート改革期に制定された法の多くが、西洋
法の流れを汲む近代法であったのに対して、
特に債権・契約法については例外的にイスラ
ーム法（シャリーア）に基づくオスマン民法
典（メジェッレ：以下、Ｍ法典）が制定され
た。Ｍ法典は 1922 年のオスマン帝国滅亡後
も、多くの中東諸国で通用しつづけた。Ｍ法
典の歴史的位置づけや実際の運用に関して
は、同じジャンルと言える家族法に比べてき
わめて少なかった。 
(2) Ｍ法典の総合的な研究を妨げてきた最
大の理由は、分量の多さ（全 1851 条）もさ
ることながら、近代法領域では、英語、フラ
ンス語、ラテン語、イスラーム法に関しては
アラビア語、Ｍ法典正文に関してはトルコ語
が必須である。専門分野で言えば、イスラー
ム法、民法、比較法、さらにはイスラーム法
廷、オスマン帝国史、アラブ地域研究に関す
る知識を必要とする。したがって、これらの
分野の専門家による共同研究が必要となる。 
(3) 近年のイスラーム復興を背景として、中
東各国ではイスラーム法への注目と再評価
が進んでいる。いわゆるイスラーム主義者の
中には、近代法に代えてイスラーム法にもと
づく法の制定を主張する者もいるが、Ｍ法典
はその成功例の一つとみなされている。しか
しながら、Ｍ法典が純粋にイスラーム法によ
って構築されたかについては、厳密な検証が
必要であるが、それに関する実証的な研究は
ほとんどない。 
(4) 日本では特に遅れた領域と言いうるイ
スラーム法研究を進めるためには、イスラー
ム法に関する基礎研究を進めるためには、近
代におけるイスラーム立法に方法論の点か
らも、実社会への影響の点からも重要な役割
を果たしたＭ法典の基礎研究が不可欠であ
ると認識するに至った。 
 
２．研究の目的 
(1) 上記のような研究上の問題点を踏まえ
て、本研究は、Ｍ法典を総合的に研究するた
め、まずその日本語訳を作成することを主眼
に置いた。具体的には、イスラーム法の専門
家、比較法や契約法の専門家、イスラーム法
廷制度の専門家による研究グループによっ
て、Ｍ法典条文を一つ一つ丹念に精査し、翻
訳を作成するとともに、関連する問題点を討
論する。そのプロセスにおいて、当該分野に
興味をもつ研究者や弁護士等の実務専門家
との連携も模索する。 
(2) 翻訳作業と並行して、Ｍ法典関連資料
（本文、各国語訳、注釈、研究書、研究論文
等）について国内外で調査し、購入、複写他
の手段を用いて収集する。 
(3) Ｍ法典の電子データを作成し、またＭ法
典で用いられている法律用語を網羅する語
彙集を作成する。 
 

３．研究の方法 
(1) 本研究は、定期的に開催される研究会に
おいて、研究代表者、研究分担者および研究
協力者たちが、会合前に予め作成されたアラ
ビア語版Ｍ法典の日本語訳について、時間を
かけて討議し、訳文を確定させる形式で進め
られた。 
(2) Ｍ法典の注釈書３種類（アリー・ハイダ
ルによるオスマン・トルコ語の注釈書、同書
のアラビア語訳、サリーム・バーズによるア
ラビア語注釈書）については、イスラーム法
の専門家がそれぞれ担当し、他の参加者は当
該条文の英訳、フランス語訳並びに他の訳文
も検討しつつ、厳密に解釈を施した。近代法
の専門家は、西洋および日本の現行法を参考
に、適当な訳語を提案した。 
(3) 確定した訳文は、語彙集作成やメール討
論などにより適宜フィードバックしつつ、検
討をさらに加えた。 
(4) 発表者を募り、Ｍ法典の外部世界での継
受についての研究発表の場も設け、Ｍ法典の
歴史的位置づけを確定する作業の一助とす
る。 
 
４．研究成果 
(1) 初年度と第 2年度にそれぞれ 9回、最終
年度に 4 回、計 22 回の研究会を開催した。
当初予定よりも、条文の分量や内容が多く、
訳文確定にも時間がかかったため、訳出作業
は難航した。最終的に、売買篇（第 101～403
条）および賃約篇（第 404～611 条）の訳出・
検討を終えた。全体の約 3分の 1の翻訳が完
了したこととなる。これが、期間内における
もっとも重要な研究成果であり、訳注付で全
文を公開予定である。Ｍ法典の重要な部分で
ある当該箇所を訳出した意義は大きいが、残
りの部分の訳出についても、今後継続するこ
とが望まれる。 
(2)条文の検討を通じて明らかになったこと
は多岐にわたる。 
数例をあげると、日本民法や比較法の専門

家からは、ハナフィー派イスラーム法の売買
の特性として、(1) 売買契約の５分類の特殊
性（適正な契約、不適正な契約、有効な契約、
効力未定の契約、無効な契約）、(2) 売買契
約における売買目的物の引渡しと受領の規
定の多様性が、また、売買・賃約に共通する
特性として、選択権の種類の多様性（約定選
択権、性状選択権、支払選択権、実見選択権、
瑕疵選択権等）が指摘された。 
一方、イスラーム法専門家からは、既存学

説の裏付けとなる条文の確認が指摘された。
たとえば、Ｍ法典では、時代の要請に合わせ
るような「新しい」法解釈（タハイユル：選
択）が行われたとされる。その具体的な条文
として、製造物供給契約（イスティスナー）
を規定した 7章 4節 389 条がある。当該条文
は、それまでのハナフィー派の多数派説は
「不適正な契約」とされてきた、製造物の期
日が明示されない製造物供給契約を「適正な



契約」と定めている。これに関して、アリー・
ハイダル以外の注釈書の多くは、16 世紀半ば
頃に没した法学者クヒスターニーの法学書
にしたがう解釈とするが、アリー・ハイダル
は、当該書にはそのような記述はないとする。
当該条文起草に関する委員会の議事録がほ
とんど残っていないため、詳細は不明だが、
起草委員会を代表したジェヴデト・パシャの
上申にあるとおり、「現状と公益」「人々の慣
行」を考慮した可能性が高い。 
なお、訳文を検討した結果として明らかに

なった問題点は、各研究会で作成された覚書
に記録されており、訳注作成に際して活用さ
れた。 
(3) アラビア語版Ｍ法典のアラビア文字デ
ータを入力し、翻訳作業の利便性を高めた。
重要なイスラーム法用語についてはデータ
を記録、蓄積した上で専門用語集を作成した。 
(4) 期間内に、近藤信彰（東京外国語大学ア
ジア・アフリカ言語文化研究所准教授）「19
世紀アフガニスタンにおける法廷制度をめ
ぐって―『カーディー達の基礎』の位置―」
（2012.11.23：於東洋文庫）、桑原尚子（高
知短期大学教授）「Mejelle と Majalah Ahkam 
Johor」（2013.7.28：於高知短期大学）の２
つの研究発表を行った。それぞれＭ法典がオ
スマン帝国外のアフガニスタンとマレーで
どのように継受されたかという事例を扱い、
Ｍ法典のアラブ諸国での継受との比較上、重
要な視点・論点を提供した。 
(5) 翻訳作業と同時に国内外でＭ法典関連
の研究書、論文の調査を実施した結果、さま
ざまな言語によるＭ法典の本文、注釈、研究
書や研究論文が確認され、その一部を購入・
複写・ウェブからのダウンロード等によって
収集した。主な書籍としては、アラビア語訳
3 種類、英訳 2 種類（Grigsby, Hooper）、ア
ルメニア語訳 1 種類、ギリシア語訳 1 種類、
で あ る 。 特 に 、 ア ラ ビ ア 語 訳 は
AH1297(1879/80)年にイスタンブルのジャワ
―イブ出版から刊行された初版、および今ま
でどの研究でも言及されたことのない
AH1302(1884/85)年刊行の貴重なベイルート
版を入手することに成功した。他にもアラビ
ア語、オスマン・トルコ語を中心として、多
数の刊本、写本を複写等によって入手した。
これらは、世界でも有数のＭ法典関連コレク
ションであるが、収集を継続してさらに充実
したコレクションにしていく作業が望まれ
る。 
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